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第４１０回白石市議会定例会 一般質問通告書

順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

１ １５番 市 長１．お産が安心してできる地域に

大 野 栄 光 産院の減少と産婦人科の医師不足が社会問題となっ

（一問一答） ている。地域の産婦人科医療の危機的状況に、妊婦さ

んは不安と出産をためらう事にも通じてくる。

唯一、当市の刈田病院には、産婦人科の先生が診療

に携わっている。今そんな先生方を、我々はサポート

しなければ、妊婦さんへの対応も絶たれてしまう危惧

感がある。市長に以下の点を伺います。

①診療リスクが大きく、年中、２４時間体制で患者さ

んと向き合う産科医の先生方の労働実態をどのように

改善していけばよいのか。

②交代制勤務も望めず体力も限界を感じ、長期休暇も

取れない、ゆっくり休める住居環境も整ってない現状

にどのように対応するのか。

③お産が安心してできる地域であってほしい。身近に

ある産婦人科は、妊婦さんや市民の頼りとする所。永

く存続してほしい。

市長のこれからの構想を伺いたい。

市 長２．人口減少への施策について

２０４０年、896の自治体が消滅する。「日本創成

会議」の有識者の推計で発表している。日本、出口が

見えぬ少子化、自治体、出会いから支援、国の多様な

人口増対策と人口減問題を取り上げている。

1.41人の出生率に将来、医療・介護・社会保障制度

の崩壊の危機にあると警鐘を促している。

当市においても例外ではなく、消える自治体のグレ

ーゾーンの域に入っていると言われている。人口減を

とめる一層の施策が必要と思われる。

①結婚・家庭・子育ての素晴らしさを知ってもらう取

り組み。

②民間の結婚支援センターとの協力で婚活の支援を行

う。

③第３子以降の園児の無料化の支援。

２ ４番 市 長１．成人用肺炎球菌ワクチン接種について

管 野 恭 子 厚生労働省は、高齢者の肺炎球菌による肺炎の感染

（一問一答） 予防・重症化を防ぐため、肺炎球菌ワクチンを「予防

接種法に基づく市が行う定期予防接種」の対象に追加

する方針を示し、今年１０月からの施行予定、当事業

費の３割程度を地方交付税で手当てできるとしている。

そこで次について伺う。

①任意接種から定期接種になる事で、どのような効果

が期待されると考えるか。

②移行するにあたり課題があるか。

③現在、本市では当ワクチン接種の費用の一部を助成

し、対象者は５千円負担である。

平成２４年度実績では対象者に対し接種率は0.8％

と低い数字であるが、この機会に対象者負担額の軽減
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

４番 を図り、市民の健康のために、接種率向上の環境を高

管 野 恭 子 めるべきと考えるが見解を伺う。

（一問一答） 市 長２．防犯灯の設置対応について

本市では、標記の件につき年１回まとめて業者に発

注しており、要望から実現まで１年近く経過すること

もあり、迅速な対応の現状ではないと考える。市民の

安心・安全な住環境の設置は、自治体に課せられた責

務であり、年１回ではなく迅速対応の措置に改善すべ

きと考えるが見解を伺う。

市 長３．公園について

公園について伺う。

①本市には多くの公園が存在しているが、その現状に

ついて伺う。（公園数、遊具状況、公園利用の状況等）

②適切な既存公園数カ所に、健康遊具を設置し大人も

利用できる公園づくりを検討してはどうか。

③市内の適切な箇所を選び、花と緑があり、子供たち

が魅力を感じる遊具、そして健康遊具などを備えた大

型の公園を設置し、市民はもちろんのこと、他市町か

らも人を呼び込めるような計画を検討してはどうか。

市 長４．「移動式赤ちゃんの駅」導入について

近年、野外でのイベントに、乳幼児連れの母親が授

乳やおむつ替えに利用できるようにと、移動が可能な

テントや折り畳み式おむつ交換台を「移動式赤ちゃん

の駅」として無料で貸し出す自治体が増えている。

２０１１年に実施している大阪府の大阪狭山市では

運動会、商工イベントなどで利用されており、和歌山

県橋本市でも昨年秋から実施している。本市において

も子育て環境の一環として実施すべきと考えるが見解

を伺う。

１．「収納対策」について３ ８番

佐久間 儀 郎 平成２６年度施政方針において、本市の市税収納率

（一問一答） が県内１３市中第９位と悪く、収納対策として、滞納

者へ厳しく接し徴収率の向上に努める。特に支払能力

のある滞納者には滞納整理の早期着手、早期整理を実

施すると表明されました。そこで、提案ですが、

(1) 平成２４年３月３０日付で制定した「白石市行政 市 長

サービス制限実施要綱」の主旨をこの際条例化され、

市税等納付の促進及び滞納の防止、収納率の向上に対

する姿勢を市民に対し明確にお示しになってはいかが

でしょうか。市長の所信を伺います。

(2) 電話や訪問しても納付に応じない悪質な滞納者を 市 長

中心に運用する方向で、「ミラーズロック」の導入を

検討されてはいかがでしょうか。

これは、東京都が税金滞納者対策の一環で考案した

装置ですが、オレンジ色のカバーに入った差し押さえ

の公示書を車のサイドミラーに鍵附きのワイヤーで固

定する仕組みです。運転席側のドアには無許可での運

転禁止を知らせるマグネットシールも張り付けます。

簡単に取り付けられることなどから、各地の自治体で

導入の動きがあります。日常生活に欠かせない車を差
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

８番 し押さえることで高い徴収効果が期待できるのではな

佐久間 儀 郎 いかと考えます。市長のご見解を伺います。

２．有害鳥獣（特にｲﾉｼｼ）対策について（一問一答）

本年３月の農業委員会総会において、農地法第１８

条第６項の規定による農地の賃借人から「イノシシの

被害が大きく耕作できない」と農地賃貸借合意解約が

届出された報告がありました。

これまでは、高齢を理由とする合意解約事例が多か

ったのですが、今回は、大鷹沢三沢赤沢地区の鳥獣被

害に起因した事例。

また、４月当初に大平坂谷地区で、植え付けた直後

の馬鈴薯の芋種を食い尽くされたあげく、鼻であちこ

ち掻き回されてしまい、耕作者はやむなく作付けを断

念、有害鳥獣の狩猟駆除を申請しています。

これらは、ほんの一例です。本市では年々活動域が

拡張しているイノシシによる農作物への被害が顕著で、

生産者の耕作意欲を衰退させる事態にあり、本市の農

林業振興には大きな足かせです。鳥獣害、とくにイノ

シシ対策は、本市が真剣に取り組むべき喫緊の行政課

題と考えます。

国においては、「鳥獣による農林水産業等に係る被

害の防止のための特別措置に関する法律」いわゆる「

鳥獣被害防止特措法」を一部改正しています。

そこで、法改正を踏まえて本市における有効な鳥獣

害対策をいかにお考えになっているのか、市長の所信

をお伺いいたします。

(1) 具体的に近年の被害の面積と被害額について、市 市 長

当局では数値的推移をどのように把握されているのか、

駆除頭数や各種の補助体制の基礎データをお示しくだ

さい。

(2) 鳥獣被害対策の三本柱は「個体数管理」「生息環 市 長

境管理」「被害防除対策」といわれます。去る１月２

９日に開催された大河原地域鳥獣対策研修会では、対

策三本柱のまえに地域住民が勉強し納得する「合意形

成」が必要、そして鳥獣にとって暮らしにくい環境作

りである「生息環境管理」、田畑の囲い込みなどの「

被害防除」、何をやっても加害する固体を「捕獲・駆

除」する、こうした一連の流れをもって対策を実施す

べきとの講演がなされたようです。

① 地域住民の「合意形成」ですが、地域ぐるみによ 市 長

る自主防除、自主捕獲の観点、集落単位での防除、

捕獲に対する意識の高揚が不可欠です。それには野

生鳥獣の生態や特徴、有効な被害防除の方法などを

知ってもらう必要があります。

まずは、行政主導で非農家も含む地域住民に鳥獣

被害に係る情報提供、懇談会や勉強会を実施すべき

ではないかと考えますが、この点についてのご見解

をお聞かせください。

② 次に合意形成を踏まえて地区集落の団結が求めら

れると考えます。まず「生息環境整備」においては
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

８番 ⅰ) 耕作放棄地や農地・人家周辺などのヤブ地は適 市 長

佐久間 儀 郎 正に刈り払いを行い、隠れ場所を取り除くこと、

（一問一答） 緩衝地帯を設定することが有効といわれています。

里山の整備のために例えば森林組合とか牧野組合、

あるいは農家組合などと協議し、地域での話し合

いを進める必要があると考えます。

この点、行政の指導対策をどのようにお考えで

すか。

ⅱ) 田畑や集落が「エサ場」としての魅力をもって 市 長

いるため、人家のまわりにある収穫予定のない果

樹類の実を取り除く、収穫の終わった田畑はでき

るだけ早く耕す、家の周りに生ゴミなどを無造作

に放置しないなどを徹底すべきとの指摘がありま

す。この点でも地区、集落の共同歩調が必要で、

指導対策について伺います。

③ 「被害防除対策」は個人で行うよりも集落単位で

行うのが有効であると言われています。鳥獣被害防 市 長

止特措法等の活用により、集落や地区単位での計画

的な電気柵等の普及、地域あげて被害防除を行う話

し合い、取り組み、体制づくりが求められますが、

この点についても、行政の指導をどのようにお考え

でしょうか。

(3) 白石市農作物有害対策協議会が横断的組織として、 市 長

また実働組織体としては白石市鳥獣被害対策実施隊の

存在は大変重要なものではないかと捉えています。行

政としてこれら組織に期待する役割をどのように考え

ているのかお聞かせください。

(4) この鳥獣被害対策は、例えば２市７町、仙南広域

行政の大枠で取り組むとか、広域連携や広域体制の構

築が必要です。さらには宮城県の支援がなければなら

ないものと考えます。そこで、

① 仙南広域行政を構成する各首長は、ことの重大性・ 市 長

重要性を認識して、首長自らが広域の連携や体制に

ついて真剣に議論するのが本筋のように捉えていま

すが、実際、どのような状況にあるのか、また構成

市の首長として市長のお考えを伺います。

② 広域連携において、仙南広域行政を構成する市町 市 長

で『広域農作物有害対策協議会』を組織して強力な

連携体制をつくることが望ましいと考えますが、ご

見解を伺います。

③ 有害鳥獣（イノシシ）については、その処理（残 市 長

渣の処理）が大きな課題ではないかと思います。基

本的には、有害鳥獣は駆除した者が穴を掘って埋め

るか、焼却しなければなりません。

捕獲頭数が年々増えて埋設用地にも困り、狩猟者

の高齢化が進み、穴を掘ることが大きな負担となっ

ているようです。焼却するにしても細かく解体しな

ければ一般廃棄物の焼却施設では処理が困難ではな

いでしょうか。本市における捕獲現場においての鳥

獣処理の実態、問題点をお聞かせください。
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

８番 ④ 専用焼却施設を設けることで負担軽減や処理の迅 市 長

佐久間 儀 郎 速化を図る必要があると考えます。これこそ、広域

（一問一答） 行政で解決する課題の一つ、有害鳥獣の焼却施設を

広域連携で計画すべきではないでしょうか。今後の

有害鳥獣（イノシシ）を含めた動物等の焼却処分の

方法や施設等についてどのように考えておられるの

か伺います。

⑤ （仮称）仙南クリーンセンターのオープン稼動に 市 長

向けて整備がなされていると承知しておりますが、

この計画に動物等の焼却処分施設を加えることは考

えられないでしょうか。

⑥ 解体、焼却施設については宮城県の支援、あるい 市 長

は宮城県自体で計画することを働きかけていくこと

も必要ではないでしょうか。

(5) 隣接する角田市からは、子供たちの通学時間帯で 市 長

の通学路へのイノシシの出没や人的被害への不安、危 教 育 長

機感がもれ伝わってきます。最近本市ではイノシシの

みならず南中学校付近でクマの出没情報がありました。

① 鳥獣による人的被害等、本市の実態をお聞かせく

ださい。

② 特措法の改正によって、市町村が作成する被害防

止計画には「対象鳥獣による生命、身体又は財産に

係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対

処に関する事項」を盛り込むようになりましたが、

本市では不安を解消するため、子供たちの安心・安

全をいかに担保しようとしているのか。これらの対

策等についてお伺いします。

４ １番 市 長１．ＪＲ白石駅構内の整備について

澁 谷 政 義 本市には、１８８７年（明治２０年）に開業した白

（一問一答） 石駅を含め新幹線駅や他に３つの在来線駅があります。

他の市町村から観ても大変恵まれた最大の交流拠点

でもあります。どこの都市も駅が｢交流拠点｣として栄

え、活力を生み出し繁栄をしてきました。

本市も、平成２９年（４年後）には都市計画道路「白

石沖西堀線｣の開通が見込まれ白石駅への利便性は更

に向上するものと思われます。大量輸送機関（電車）

へのアクセスも高まり、今後ますます需要が増加する

ものと期待されているところであります。

また、多くの市民の方々からは、白石駅の東側から

の改札や連絡通路の整備事業推進に期待が寄せられて

います。ＪＲとの協議も必要と思いますが、市民の期

待と、今後、本市が人口減少し消滅都市とならないた

めにも整備事業が絶対必要と思われるが、「交流拠点

都市づくり」を目指している。市長の所見を伺う。

市 長２．野生鳥獣による被害対策について

野生鳥獣による被害が全国的に増大傾向にあり国を

上げて対策が講じられています。当地域においても、

特にイノシシの増加に頭を痛め、その生息地は北上の

一途をたどっている。

当市も例外なく被害を受け、市当局及び市鳥獣被害
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順位 質問者（方式） 質 問 事 項 ・ 要 旨 答弁を求める者

１番 対策実施隊員による懸命な捕獲活動等にも関わらず広

澁 谷 政 義 範囲に出没、被害を拡大させています。又、捕獲等に

（一問一答） 携わる市鳥獣被害対策実施隊員も高齢化が進み，新た

な実施隊員の確保も困難な実状にあります。今後、各

種被害を軽減するためにも、専門知識と技術、また各

資格等を有する「専門職員」を採用し、配置する必要

性があるのではないかと思うが、市長の見解を伺う。

５ １０番 市 長１．人口減少に伴う消滅可能性都市について

四 竈 英 夫 先頃「日本創成会議」は、全国の市町村の２０４０

（一問一答） 年の人口推計結果を公表しました。それによれば、福

島を除く東北５県の市区町村172のうち、137市町村は

急激な人口減少で、自治体機能の存続が難しくなる「

消滅可能性都市」に分類されました。

宮城県内では１２市町村が分類され、その中に白石

市も入っております。全国的な趨勢ではありますが、

この現実をどのようにとらえ、将来の展望をどのよう

に描いておられるかお伺いいたします。

市 長２．有害鳥獣対策について

サル、クマ、イノシシ、ハクビシンなどによる農作

物への被害が拡大し、農家の苦労は増大するばかりで

す。特にイノシシの被害が深刻ですが、決め手となる

防御対策がないのが実情です。個体数を減らす「駆除

」が最も有効な手段ですが、捕獲した後の処理に苦慮

しているとの声が聞かれます。埋設する場所も限られ

多くの労力を要します。

これらの現状を踏まえ、埋設場所の確保と掘削用の

重機の貸し出しなどを行い、農家の負担軽減を図り駆

除数の増加を図るお考えがないかをお伺いいたします。

教 育 長３．児童生徒の水の事故防止その他安全指導について

梅雨に入り河川の増水等により、児童生徒の水の事

故が発生しております。間もなく迎える夏休みを前に、

事故防止に万全の対策が望まれますが、学校の現場で

はどのような指導が行われているのかお伺い致します。

また、交通事故防止や携帯サイトによるトラブルの

防止、事件事故への注意喚起も行われているのかお伺

い致します。

さらに、学校内いじめや家庭内暴力、養育放棄など

にも細心の注意が必要と思われますが、対処について

お伺い致します。

６ １３番 市 長２０１６年ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」制作決定を受

けての当市の準備について山 田 裕 一

（一問一答） 去る、５月１２日、２０１６年ＮＨＫ大河ドラマ「真

田丸」制作決定との報道がなされた。

１９８７年の大河ドラマでは「独眼竜政宗」が放映

され、ＮＨＫ大河ドラマでは「赤穂浪士」「武田信玄

」に続き過去３番目の47.8％という高視聴率を獲得し

た大河ドラマとなった。「独眼竜政宗」放映時には、

多くの観光客が当市を訪れたと聞いている。そこで以

下について伺う。

(1) ２０１６年ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」制作決定
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１３番 を受けての市長の率直な感想を伺いたい。

山 田 裕 一 (2) 「独眼竜政宗」放映時の観光客への対応について

（一問一答） の反省や課題について伺いたい。

(3) 来年は、片倉景綱公没後400年、そして再来年の

ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」と当市を全国にＰＲでき

る絶好の機会と考えるが、市長の思いを伺いたい。

(4) 白石蔵王駅構内にある「温麺の館」を活用しての

当市のＰＲができないものか市長の所見を伺いたい。

７ ５番 市 長１．原発被爆の健康調査実施と健診への公費補助につ

いて水 落 孝 子

（一問一答） 健康調査実施について何度か質問しておりますが、

市長は有識者会議の結論は「健康調査は必要ない」と

されているから実施することは考えられないと繰り返

し述べられています。

ところが第１回の有識者会議の後、時系列的に見ま

すと平成２４年２月１４日の有識者会議の結果報告書

発表の内容を踏まえ、市民団体９２団体が健康調査実

施を求める請願を提出し、平成２４年６月県議会定例

会本会議（７月６日）に全会派一致で請願は議決され

ました。

提出された請願を審議するため、保健福祉委員会は

参考人聴取を３月１５日に開催。参考人として意見陳

述された久道茂有識者会議座長は委員の質問に対し「

継続的な健康管理の必要性と福島県に隣接する市町や

比較的汚染の高かった４市５町での健康調査に言及」

しており、「必要ない」とのご発言は見当たりません。

同じく参考人としてご出席の吉田浩子氏は、実測し

た県南地域の測定結果をご報告され、子供たちの被ば

く線量は福島県の郡山地区の平均と大体同じくらいの

レベルだったと述べられ、「被曝線量の推定というの

は非常に不確実である」との指摘もなされました。

このような審議の後、請願は採択された経緯があり

ます。その後、請願の具体化はいっこうにされること

なく３年３ヶ月を経過しています。

こうした中で、白石市内に子供たちを被曝から守り

たいと願うグループは４つあると言われていますが、

そのうち２グループが健診活動を独自に進めています。

あるグループの甲状腺エコー検査終了後、今後の健

診を希望する人が圧倒的に多く、「継続的に受診する

ことで子供の健康を確保したい」「検査はうけたい」

「今後の経過もみたい」「（受診）料金の負担に市や

県からの補助があれば助かる」など出されています。

さらに、別のグループの人たちからも健診をやって

くれる所があるなら検討したいとの声もあがっていま

す。

以上のことから次の点についてお尋ねします。

(1) 請願にかかる保健福祉委員会参考人聴取でのご発

言など把握しておられますか。

(2) 把握されたうえで、有識者会議の結論は「健康調

査は必要ない」との捉え方に変化はありますか。
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５番 (3) あらためて健康調査実施に対するお考えを伺いま

水 落 孝 子 す。

（一問一答） (4) 独自に健康調査をしている方への「健診公費補助

」をお考え下さい。

市 長２．介護保険制度の見直しと第６期計画について

介護保険第６期計画策定の年度にあたり、国では今

までの介護保険の仕組みを変える動きを進めており、

「地域における医療および介護の総合的な確保を推進

するための関係法律の整備等に関する法律案」（以下

「総合確保推進法案」と呼ぶ）を提案し、国会審議に

入っています。

「まだ正式に決まっていない」とおっしゃるかも知

れませんが、その内容は昨年８月、社会保障制度改革

国民会議が改革方針を提言し「最終報告」をまとめ、

１２月には改革の道筋を定めた「プログラム法」が国

会で成立しています。年末には厚労省・介護保険部会

が「介護保険制度の見直しに関する意見」を答申して

います。毎回の部会では、上記「最終報告」「プログ

ラム法」を下敷にした審議が行われ、最終的にはほぼ

全ての論点について「おおむね論点の一致を見た」と

して「見直しに関する意見」になっていることから、

これらに基づいて第６期計画が策定されると思われま

す。

今までの介護保険制度の仕組みから市民にとって大

きな影響を受ける４つの見直しがなされるようですの

で順次お尋ねします。

(1) 要支援者が利用している現在の予防給付サービス

のうち、訪問介護、通所介護（ディサービス）を自治

体が実施する「新しい総合事業」に移管することにな

るようですが

① 利用者にとって今までどおりの利用と費用は維持

されるのか。

② 白石市の事業費はどのようになるのか。

③ 委託された事業所への影響はどのようになるのか。

④ 自治体間の格差がでるのではないのか。

⑤ ボランティアでも可能とすることは、「予防重視

」、認知症の初期対応の重要性を掲げた認知症５

ヵ年プラン（オレンジプラン）との整合性はとれる

のか。

(2) 要介護１・２の人の特別養護老人ホーム（特養）

への入所について

① 「やむを得ない事情」があると認められても、す

ぐ入所できる体制ができるのか。

② 制度化されている「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護」の実施もしくは計画はどのようになってい

るのか。

③ 行き場所を確保できない軽度者を増やすことにな

らないか。

(3) 現在一割の利用料負担を「一定以上の所得」があ

る場合二割に引き上げることが盛り込められているが、
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５番 ① サービス利用を控える人が増えるのではないのか。

水 落 孝 子 (4) ４つ目の見直しに、施設入所者の居住費と食費（

（一問一答） ホテルコスト）の負担軽減制度（補足給付）に配偶者

の所得、預貯金を勘案することも盛り込められていま

すが、これらの見直しは

① 介護の社会化として始まった制度の趣旨に逆行す

るのではないか。

② さまざまな困難を抱える利用者や介護現場に視点

をあてた見直しだと思えますか。

８ ２番 市 長１．人口減少について

伊 藤 勝 美 民間の「日本創成会議・人口減少問題検討分科会」

（一問一答） が、いまから２５年後までに、２０～３９歳の女性が

半減するというデータに基づいて計算したところ、２

０４０年には全国の計896自治体で消滅の可能性があ

ると発表しています。自治体の総数が1,727ですから

（H22）半分以上の自治体が該当します。

子供を産む文字どおり母体となる若い女性がいなく

なり、人口がどんどん減少し、社会保障などの維持が

困難となり、雇用もなくなっていきます。やがて残っ

た人々も流出し、まちが消滅する。名づけて「消滅可

能性都市」と言われています。

いままで「少子高齢化」が進んでいることが課題と

言われてきましたが、「消滅」というもっと深刻な状

況に日本は突入している、ということでしょうか。

残念ながら本市も含まれております。

これからの自治体運営は、今以上に今後予想される

未来を可能な限り的確に捉え、確かな政策展開を進め

ることが大変重要になるのではないかと考えます。

そこで、本市として人口減少社会における白石市の

将来像と今後いかなる対策を考えていくかについて伺

います。

①「消滅可能性都市」に含まれたことについての所

見を伺います

②白石市の人口や児童・生徒数、市役所職員数など、

人口減少社会の中で、将来の推移はどのように予測し

ているのか。

③人口減少による影響について、具体的にはどのよう

なことが考えられるのか。

④人口減少に歯止めをかける対策をどのように考えて

いくのか。

市 長２．認知症対策について

高齢化が加速される中で認知症の方が急増しており

ます。

厚生労働省の調査で、介護を必要とする認知症の高

齢者は２００２年時点で149万人だったのが、２０１

２年時点で305万人に上り、この１０年間で倍増して

います。

さらに２０２５年には470万人に達する見通しであ

り、この数字は６５歳以上の高齢者の十人に一人以上

が認知症ということになります。
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２番 認知症高齢者は介護する家族などの負担が重いため、

伊 藤 勝 美 病院への入院、または介護施設等への入所希望が高い

（一問一答） ものの、特別養護老人ホームへの入居待機者は全国で

４２万人に上るなど、施設の多くが満床であり、やむ

を得ず遠方の施設に入所するケースも多いと聞きます。

また、施設介護は在宅の介護サービスに比べて割高

であり、国の厳しい財政状況を見ると、施設整備のみ

に頼ることもできない状況であります。

このため厚生労働省は、早期診断と早期対応を柱と

した我が国初の総合的な認知症施策推進５か年計画、

いわゆる「オレンジプラン」が示されました。この計

画は、認知高齢者を早期に発見し、医療と介護のサー

ビスを切れ目なく適切に提供することによって、住み

慣れた地域での生活を支える方向性を明らかにしまし

た。そこで、

(1) 本市において

① 認知症の実態と今後の推移はどのように想定され

ているのか。

② 入所希望が高い認知症支援のためのデイサービス、

グループホーム、特別養護老人ホーム、老人保健施

設等の施設整備の状況と今後の方針はどのようにな

されるのか。

③ 「オレンジプラン」では、標準的な認知症ケアパ

スの作成を推進する計画になっているが、作成・普

及の進捗状況はどのようになっているのか。

④ 徘徊ＳＯＳネットワークシステムの現状はどうか。

(2) 早期発見、早期治療へ向けての取り組みについて

① かかりつけ医による「かかりつけ医認知症対応力

向上研修」（県の事業）への参加状況はどうか

② 認知症サポーターの現状と今後の取り組みはどの

ようにしていくのか。

(3) 住民への認知症に対する理解を広げる取り組みに

ついて

① 訪問支援や出前講座を積極的に行なう認知症カフェ

事業を取り入れてみたらどうか。

② 人権教育として、認知症を正しく理解するための

認知症ジュニアサポート養成講座「オレンジ教室」

を開催したり、小中学校向けのパンフレットを作成

したりしてはどうか。

③ 認知症に関する医療介護情報などを市のホームペ

ージに今以上積極的に掲載してはどうか。

④ 周囲から誤解を未然に防ぐ介護マークを導入して

はどうか。

市 長３．街路樹の管理について

街路樹の歴史は古く、都市に自然を取り入れ、暑さ

寒さを防いだり、空気を浄化したり、ほこりを防ぎ、

火災や交通事故などを防ぐ等の機能があり、街路

樹の条件として、原則的には落葉樹で、木の形が優れ、

ばい煙などに強く、病害虫にも強く、枝のせん定が容

易で、木に有害な成分がない等とされております。
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２番 街路樹は道路空間という制約された場所に植栽され

伊 藤 勝 美 るため、剪定などによって樹形を調整し、空間に応じ

（一問一答） た大きさに整える必要があるようです。

最近、市内の一部の街路樹においては、樹木の特性

や性質を無視した強剪定が行われており、本来の樹形

が乱れ、美観を損なわれているものが見うけられます。

この背景としては、街路樹と電線や建築限界との干

渉、沿線住民等からの落ち葉や害虫の苦情など、さま

ざまな問題があるのではないでしょうか。

しかし、景観向上や生活環境保全、緑陰形成といっ

た街路樹の果たすべき役割が適正に機能していないこ

とは、街路樹の存在意義にもかかわるため、街路樹が

できる限り適正に剪定管理されることが望ましいと考

えます。

そこで、白石市においての街路樹に対する基本的な

考え方と市民参加の点をも含めてお伺いします。

①これまでに市内に植栽された街路樹の種類はどれだ

けあるのか、現時点での生育年数や生育状況はどうな

のか。

②街路樹の剪定管理方法はどのように行われているの

か。

③街路樹があれば、成長にともない大量の落ち葉など

が発生してしまいますが、住民の方々からの苦情やご

意見はないのか、また、その地域の方々にどのような

お願いをしているのか。

④今後の道路改修や歩道改修に伴い、街路樹の植栽計

画はあるのか。

⑤街路樹の下の範囲に市民が花を植えたい場合､市と

しての対応はどのようにしているのか。

⑥白石に住む人や訪れる人にとって『心安らげるまち』

を目指し、交流人口の拡大につなげるとして、「花と

緑のまちづくり」の事業計画が開始されたが、街路樹

の景観に関しての対応は今後どのようにしていくのか。


